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表１ 制度改正の概要

�明るく活力ある超高齢社会の構築・制度の持続可能性・社会保障の総合化�

改　正　点方針・方向性これまでの課題

�新予防給付の創設
�地域支援事業の創設

予防重視型シ
ステムへの転
換

�軽度者の大幅な増加
�軽度者に対する介護サービスが
状態の改善につながっていない

�居住費用・食費の見直し
�低所得者に対する配慮
（１７年１０月から施行）

施設給付の見
直し

�在宅と施設の利用者負担の公
平性

�地域密着型サービスの創設
�地域包括支援センターの創設

新たなサービ
ス体系の確立

�独居高齢者や認知症高齢者の
増加・在宅支援の強化・医療と
介護との連携

�介護サービス情報に関する公表
�ケアマネジメントの見直し

サービスの質
の確保・向上

�利用者によるサービスの選択
を通じた質の向上

�第１号保険料の見直し
�保険者機能の強化
�要介護認定の見直し

負担のあり方
等の見直し

�低所得者への配慮
�市町村の事務の見直し

表５ １７年度の税制改正により
影響を受ける方への激変緩和措置

（１７年度税制改正＝高齢者の非課税限度額１２５万円の廃止）

　▽対象者　①住民税非課税から課税となる本人②住民税非課税から
課税となる方が同じ世帯にいる非課税の方

２０年度１９年度１８年度対　　象　　者段階

４５,０００円３７,３００円２９,７００円
第１段階または第２段
階に該当する方

税
制
改
正
が
な
い
場
合
は

第４

段階
４５,０００円４０,９００円３７,３００円第３段階に該当する方

５６,２００円４５,０００円３３,７００円
第１段階または第２段
階に該当する方

第５

段階
５６,２００円４８,６００円４０,９００円第３段階に該当する方

５６,２００円５２,２００円４８,６００円第４段階に該当する方

　

元
気
な
方
も
、
支
援
や
介
護
が

必
要
な
方
も
、
生
活
機
能
の
低
下

や
重
度
化
を
で
き
る
だ
け
防
ぎ
、

自
分
ら
し
い
生
活
を
実
現
で
き
る

よ
う
、
次
の
視
点
を
大
切
に
し
ま

し
ょ
う
。

自
分
で
で
き
る
こ
と
は

自

分

で

　

サ
ー
ビ
ス
に
頼
る
生
活
を
続
け

る
と
、
生
活
機
能
は
ど
ん
ど
ん
低

下
し
て
い
き
ま
す
。
で
き
る
限
り
、

自
分
の
力
を
発
揮
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

し
た
い
こ
と
、
で
き
る 

よ
う
に
な
り
た
い
こ
と

を

大

切

に

　
「
こ
う
い
う
生
活
を
し
て
い
き

た
い
」「
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
よ

表２ 介護保険の全体像

今後利用するサービス１８年４月からこれまで

要介護等状態にならな
いための「介護予防サー
ビス（地域支援事業）」

介護は必要ないが
虚弱な高齢者要介護認定の

非該当者 要介護認定の非該
当者

生活機能の維持・改善を
目的とした「介護予防
サービス（新予防給付）」

要支援１

７　
段　
階

要支援

６　
段　
階

要支援２
要介護１

自立した生活を支援す
る「介護サービス（介護
給付）」

要介護１

要介護２要介護２

要介護３要介護３

要介護４要介護４

要介護５要介護５

※これまでの要支援に該当する方は、要支援１となります。ま
た、要介護１に該当する方は、心身の状態等により要支援２
と要介護１に分かれます。

表４　　 　 　 　 　 　 　 介 護 保 険 料 の 改 定
 １８年度～２０年度（第３期介護保険事業計画） １５年度～１７年度（第２期介護保険事業計画）

～７段階に改定～現行は５段階

増減率増減額改　定　後（月額）改　定　前（月額）

２１.３�６５８円３,７５０円基準額（第４段階）３,０９２円基準額（第３段階）

増減率増減額
改　定　後（年額）改　定　前（年額）

保険料保険
料率対　象　者段階保険料保険

料率対　象　者段階

２１.６�４,０００円２２,５００円０.５０

生活保護受給者、老
齢福祉年金受給者
で住民税非課税世
帯の方

第１

段階
１８,５００円０.５０

生活保護受給者、老
齢福祉年金受給者
で、住民税非課税世
帯の方

第１

段階

△１９.１�△５,３００円２２,５００円０.５０

住民税非課税世帯
で、「課税年金収入
額＋合計所得金額」
が８０万円以下の方

第２

段階

２７,８００円０.７５
住民税非課税世帯

の方

第２

段階

２１.２�５,９００円３３,７００円０.７５

住民税非課税世帯
で、「課税年金収入
額＋合計所得金額」
が８０万円超の方

第３

段階

２１.３�７,９００円４５,０００円１.００
本人が住民税非課
税者で、世帯員が課
税の方

第４

段階
３７,１００円１.００

本人が住民税非課
税者で、世帯員が課
税の方

第３

段階

２１.４�９,９００円５６,２００円１.２５

本人が住民税課税
者で、前年の合計所
得金額が２００万円
未満の方

第５

段階
４６,３００円１.２５

本人が住民税課税
者で、前年の合計所
得金額が２００万円
未満の方

第４

段階

２１.４�１１,９００円６７,５００円１.５０

本人が住民税課税
者で、前年の合計所
得金額が２００万円
以上、５００万円未満
の方

第６

段階

５５,６００円１.５０

本人が住民税課税
者で、前年の合計所
得金額が２００万円
以上の方

第５

段階

４１.５�２３,１００円７８,７００円１.７５

本人が住民税課税
者で、前年の合計所
得金額が５００万円
以上の方

第７

段階

　

介
護
保
険
制
度
の
理
念
で
あ
る
、

「
自
分
の
人
生
を
、最
後
ま
で
自
分

ら
し
く
尊
厳
を
持
っ
て
生
き
抜
く

こ
と
」
を
基
本
と
し
つ
つ
、
制
度

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

日
常
生
活
で
支
援
が
必
要
な
高
齢

　

第
３
期
（　

年
度
〜　

年
度
）

１８

２０

東
久
留
米
市
老
人
保
健
福
祉
計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
地

域
で
暮
ら
す
す
べ
て
の
高
齢
者
を

対
象
と
し
た
計
画
で
、
今
後
の
福

祉
・
健
康
施
策
・
介
護
予
防
・
生

き
が
い
づ
く
り
、
ま
た
介
護
サ
ー

自
体
の
持
続
可
能
性
を
高
め
て
い

く
た
め
、
制
度
の
見
直
し
を
行
い

ま
す
（
表
１
を
参
照
）。

　１２年度からスタートした介護保険制度は、介護を社会全体で支える仕組み
として定着してきました。その一方で、要介護認定者の中でも軽度の方（要
支援・要介護１の認定者）が急増し、急激な高齢化と相まって、介護保険か
ら給付される費用も毎年増加しています。このような中、介護保険制度は５
年ごとに行われる見直しにより、１８年度から新しい枠組みでスタートするこ
とになりました。今号では、その改正の内容についてお知らせします。
　詳しくは介護福祉課介護サービス係（内線２５５３～２５５７）、同課保険係（内線
４９１０・４９１１）へ。

　

第
３
期
（　

年
度
〜　

年
度
）

１８

２０

東
久
留
米
市
老
人
保
健
福
祉
計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ

き
介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た

（
表
４
を
参
照
）。

　

皆
さ
ん
に
お
支
払
い
い
た
だ
く

　

年
度
の
介
護
保
険
料
は
、
７
月

１８に
決
定
し
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

増

加

す

る

介

護 

サ

ー

ビ

ス

費

用

　

市
の　

歳
以
上
の
高
齢
者
人
口

６５

は
、　

年
１
月
に
は
１
万
９
０
７

１５

５
人
で
し
た
が
、　

年
１
月
に
は

１８

２
万
２
１
３
７
人
と
３
年
間
で
３

０
６
２
人
増
加
し
、
今
後
も
毎
年

１
０
０
０
人
ず
つ
増
え
て
い
き
ま

す
。
高
齢
化
率
は
現
在
約　

�
で

１９

す
が
、　

年
に
は　

�
を
上
回
る

２０

２１

見
込
み
で
す
。

　

高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
介
護

を
必
要
と
す
る
高
齢
者
（
要
介
護

高
齢
者
）
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

る
方
は
約
２
７
０
０
人
で
す
が
、

今
後
も
徐
々
に
増
加
し
、　

年
度

２０

に
は
３
０
０
０
人
前
後
に
な
る
と

見
込
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、　

年
度
に
介
護
保
険
制

１２

度
が
始
ま
っ
て
以
来
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
な
ど
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
が
利

用
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

介
護
に
要
す
る
費
用
は
毎
年
増
加

し
て
い
ま
す
。

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
は
、
入
所
者
の

食
費
・
居
住
費
が
自
己
負
担
化
さ

れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
一
定
の
抑

制
が
図
ら
れ
ま
し
た
が
、
高
齢
化

に
伴
い
、
今
後
も
徐
々
に
増
加
す

る
見
込
み
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

用
は
毎
年
増
加
し
、　

年
度
に
は

２０

　

年
度
（
約　

億
円
）
の
１
･
３

１７

３８

倍
（
約　

億
円
）
と
な
る
こ
と
が

５１

見
込
ま
れ
ま
す
。

　

歳

以

上

の

方 

６５（
第
１
号
被
保
険
者
）
の

介
護
保
険
料
の
改
定

　

第
２
期
の
事
業
計
画
期
間
（　
１５

年
度
〜　

年
度
）
の
介
護
給
付
費

１７

（
介
護
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、利

用
し
た
と
き
に
支
払
う
１
割
の
本

人
負
担
分
を
除
い
た
額
）
は
約
１

１
０
億
円
で
し
た
が
、第
３
期（　
１８

年
度
〜　

年
度
）
の
介
護
給
付
費

２０

は
約
１
４
２
億
円
と
な
り
、　

�
２９

増
加
す
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。　
６５

歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者
に
は
、

給
付
費
の
約　

�
を
介
護
保
険
料

２２

と
し
て
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い

る
た
め
、
介
護
給
付
費
が
増
え
る

こ
と
に
よ
り
、介
護
保
険
料
を
、標

準
月
額（
注
※
）で
約
５
０
０
円
引

き
上
げ
る
必
要
が
生
じ
ま
し
た
。

　

※
７
段
階
あ
る
保
険
料
の
う
ち

の
第
４
段
階
の
額
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
高
齢
化
に
よ
り　

歳
４０

〜　

歳
の
第
２
号
被
保
険
者
の
人

６４
数
が
減
っ
て
い
る
た
め
、第
２
号
被
保

険
者
の
拠
出
割
合
が
介
護
給
付
費

の　

�
か
ら　

�
に
引
き
下
げ
ら

３２

３１

れ
た
こ
と
、
新
た
に
地
域
支
援
事
業

が
創
設
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
に

よ
り
、
第
１
号
被
保
険
者
の
標
準
保

険
料
額
を
、
月
額
３
０
９
２
円
か
ら

３
７
５
０
円
に
改
定
（
年
額
で
は
３

万
７
１
０
０
円
か
ら
４
万
５
０
０

０
円
に
改
定
）
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

保
険
料
の
段
階
は 

７

段

階

に

　

当
市
の
介
護
保
険
料
は
、
こ
れ

ま
で
５
段
階
で
し
た
が
、　

年
度

１８

か
ら
７
段
階
に
な
り
ま
す
（
表
４

を
参
照
）。

　

①
低
所
得
の
方
の
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
、
市
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
で
前
年
の
年
金
等
収
入
額
が

年
額　

万
円
以
下
の
方
の
保
険
料

８０

を
、
基
準
額
の
４
分
の
３
か
ら
２

分
の
１
の
額
に
引
き
下
げ
、
第
２

段
階
と
す
る
こ
と

　

②
所
得
の
高
い
方
に
よ
り
多
く

負
担
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
課
税

さ
れ
て
い
る
方
で
前
年
の
所
得
金

額
が
５
０
０
万
円
以
上
の
方
の
保

険
料
を
、
基
準
額
の
１
･
５
倍
の

額
か
ら
１
･　

倍
の
額
の
第
７
段

７５

階
と
す
る
こ
と

税
制
改
正
の
影
響
を 

受

け

る

方

の 

激

変

緩

和

措

置

　

税
制
改
正
に
よ
り　

歳
以
上
の

６５

高
齢
者
の
非
課
税
限
度
額
１
２
５

　

今
回
の
改
正
で
は
、
予
防
重
視

型
シ
ス
テ
ム
へ
転
換
す
る
一
環
と

し
て
、
地
域
支
援
事
業
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
事
業
は
、
要
支

援
・
要
介
護
状
態
と
な
る
お
そ
れ

の
あ
る
高
齢
者
（
特
定
高
齢
者
）

や
元
気
な
高
齢
者
が
利
用
で
き
ま

す
。
特
定
高
齢
者
は
、
老
人
健
康

基
本
診
査
等
で
生
活
機
能
の
状
態

を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
一
定
の
手
順
を

経
て
選
定
（
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）

さ
れ
ま
す
。

特

定

高

齢

者

の 

介

護

予

防

事

業

　

特
定
高
齢
者
は
介
護
予
防
プ
ラ

ン
に
沿
っ
て
、
運
動
器
の
機
能
向

上
・
栄
養
改
善
・
口
腔
機
能
の
向

上
や
、
認
知
症
・
う
つ
・
閉
じ
こ

も
り
予
防
と
い
っ
た
事
業
を
利
用

で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
、

特
定
高
齢
者
が
要
支
援
、
要
介
護

状
態
に
な
ら
ず
に
、
日
常
生
活
に

お
い
て
「
で
き
る
こ
と
」
を
増
や

す
の
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
定
期
的
に
目
標
達
成
度
の
評

価
を
行
い
ま
す
。

一

般

高

齢

者

の 

介

護

予

防

事

業

　

元
気
な
高
齢
者（
一
般
高
齢
者
）

に
は
介
護
予
防
講
習
会
等
を
行
い
、

介
護
予
防
の
重
要
性
や
正
し
い
知

識
の
普
及
・
啓
発
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
に
お
け
る
自
主
的
な

介
護
予
防
に
関
す
る
活
動
を
育

成
・
支
援
し
ま
す
。

　
　

年
に
介
護
保
険
が
開
始
し
て

１２
以
来
、
要
支
援
・
要
介
護
１
の
認

定
者
が
大
幅
に
増
え
て
い
ま
す
。

軽
度
の
方
は
、
転
倒
・
骨
折
、
関

節
疾
患
、
高
齢
に
よ
る
衰
弱
な
ど

に
よ
り
、
徐
々
に
生
活
機
能
が
低

下
し
て
い
く
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ

と
で
、
状
態
を
維
持
・
改
善
で
き

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
今
回
の
改
正
で
は

介
護
保
険
制
度
を
利
用
す
る
全
体

像
（
表
２
を
参
照
）
を
次
の
通
り

と
し
ま
し
た
。

　

①
要
介
護
状
態
の
区
分
が
、
従

来
の
６
段
階
か
ら
７
段
階
に
な
り

ま
す

　

②
要
支
援
１
･
２
の
認
定
者
は
、

そ
の
方
の
意
欲
や
能
力
を
引
き
出

す
目
標
指
向
型
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
新
予
防

給
付
）
を
利
用
で
き
ま
す

　

③
要
支
援
１
・
２
の
方
が
利
用

で
き
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
新

予
防
給
付
）
の
中
の
、
介
護
予
防

通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）・
介

護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
で
は
、
介
護
予
防
に
一
定
の
効

果
が
あ
る
、運
動
器
の
機
能
向
上
・

栄
養
改
善
・
口
腔
機
能
の
向
上
が

選
択
的
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
追
加
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
従
前
の
介
護
予

防
に
役
立
つ
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
）
も
利
用
で
き
ま
す

　

④
要
支
援
・
要
介
護
状
態
と
な

る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者
（
特
定

高
齢
者
）
は
、
要
介
護
等
の
状
態

に
な
ら
な
い
よ
う
、
地
域
支
援
事

業
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
ま
す

　

⑤
要
支
援
１
・
２
の
方
が
利
用

す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
新
予

防
給
付
）
で
あ
っ
て
も
、
要
介
護

１
〜
５
の
方
が
利
用
す
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
も
、
一
部
を

除
い
て
サ
ー
ビ
ス
の
類
型
は
ほ
ぼ

同
じ
で
す
が
、
要
支
援
１
・
２
の

方
は
、
よ
り
目
標
指
向
型
の
サ
ー

ビ
ス
、「
で
き
る
こ
と
」
を
引
き
出

す
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す

　

⑥
現
在
の
介
護
認
定
は
、
有
効

期
間
が
満
了
と
な
る
ま
で
は
有
効

で
す

　

こ
れ
ま
で
は
、
市
内
に
介
護
老

人
保
健
施
設
が
な
か
っ
た
た
め
に
、

近
隣
市
の
施
設
に
頼
ら
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
で
し
た
が
、　

年
３
月
か

１９

ら
、
幸
町
の
旧
分
庁
舎
跡
地
に
医

療
法
人
丸
山
会
が
介
護
老
人
保
健

施
設（〈
仮
称
〉ケ
ア
東
久
留
米
）を

開
設
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
平
日
の
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
に
、（
仮
称
）
ケ
ア
東
久

留
米
開
設
準
備
室
（
幸
町
３
ノ　
１１

ノ　

、
�
４
７
９
・
２
６
０
０
、

２９
フ
ァ
ク
ス
４
７
９
・
２
６
０
１
）

へ
。

う
に
な
り
た
い
」
と
い
っ
た
、
一

人
ひ
と
り
の

生
活
、
自
己

実
現
を
支
援

す
る
の
が
、

介
護
保
険
制

度
の
本
来
の

目
的
で
あ
る

自
立
支
援
で
す
。
あ
な
た
の
意
思
、

意
欲
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。

目
標
と
期
間
を
設
定 

し
て
み
ま
し
ょ
う

　

漫
然
と
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

暮
ら
す
の
で
は
な
く
、
明
確
な
目

標
と
、
い
つ
ま
で
に
そ
れ
を
達
成

す
る
の
か
と
い
っ
た
期
間
を
設
定

し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
ど

の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
の

か
を
も
う
一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

ビ
ス
の
給
付
費
や
こ
れ
を
支
え
る

た
め
の
保
険
料
負
担
等
を
定
め
た

も
の
で
す
。

　

こ
の
計
画
は
、介
護
福
祉
課（
市

役
所
１
階
）、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
同
２
階
）、
市
内
の
各
図
書
館
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

表３
市内の各地域包括支援センター・生活圏域区分

生活圏域区分名　　称

前沢四・五丁目、

滝山、下里、柳窪、

野火止、八幡町、

弥生

☆西部地域包括支援センター
（下里４－２－５０、特別養護老人

ホーム「けんちの里」内、�４７２・

０６６１、ファクス４７２・８５６０）

学園町、ひばりが丘

団地、本町、幸町、

中央町、南沢、前沢

一～三丁目、南町

☆中部地域包括支援センター
（幸町１－１９－５、東久留米市幸

町デイサービスセンター内、�

４７０・８１８６、ファクス４７０・８１８８）

上の原、神宝町、
金山町、氷川台、
大門町、東本町、
新川町、浅間町、
小山

☆東部地域包括支援センター
(大門町２－１０－５、東部地域セ

ンター内、�４７３・９９９６、ファク

ス４７３・９９８６)

者
の
健
康
維

持
や
、
自
立

し
た
生
活
を

支
え
て
い
く

た
め
の
拠
点

で
す
。
地
域

包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、
保
健
師
や
社
会
福

祉
士
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と

い
っ
た
福
祉
の
専
門
職
が
協
力
し

合
っ
て
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
の

相
談
、
要
支
援
１
・
２
の
方
の
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
調
整
、

特
定
高
齢
者
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
の
相
談
、
計
画
等
を
行
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
市
内
を
３
つ
の
生
活

圏
域
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し

ま
し
た
（
表
３
を
参
照
）。

万
円
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
市
民
税
が
非
課
税
で
、
税
制

改
正
に
よ
り
課
税
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
介
護
保
険
料
の
段
階
が
上

が
る
方
の
場
合
は
、
激
変
緩
和
措

置
が
設
け
ら
れ
、
３
年
間
で
３
分

の
１
ず
つ
段
階
的
に
引
き
上
げ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
表
５
を
参

照
）。
該
当
す
る
方
に
は
、７
月
に

発
送
す
る　

年
度
の
介
護
保
険
料

１８

決
定
通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
天
引

き
）
の
方
の
保
険
料
は 

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の

方
の
場
合
、
引
き
上
げ
と
な
っ
た

額
は
、
年
度
後
半
の　

月
･　

月

１０

１２

･
翌
年
２
月
の
年
金
受
給
の
際
に

調
整
す
る
こ
と
と
な
り
、
下
半
期

の
天
引
き
額
が
増
額
と
な
り
ま
す

の
で
ご
理
解
く
だ
さ
い
（
表
６
を

参
照
）。

�
�

�
�

自分らしくいきいきと暮らすために

介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険のののののののののののののの制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度改改改改改改改改改改改改改改正正正正正正正正正正正正正正介護保険の制度改正

表６ 特別徴収（年金天引き）の方の例
　１７年度＝第３段階 � １８年度＝第４段階の場合

増減額１８年度１７年度
０円６,１００円６,１００円４月
０円６,１００円６,１００円６月
０円６,１００円６,１００円８月

２,５００円９,１００円６,６００円１０月
２,７００円８,８００円６,１００円１２月
２,７００円８,８００円６,１００円翌年２月
７,９００円４５,０００円３７,１００円計

介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
準
備
室
が
設
立

自
分
ら
し
い
生
活
を
実
現
す
る
た
め
に

介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
立

第
３
期
老
人
保
健
福
祉
計
画
・ 

介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定

地

域

支

援

事

業 

（
介
護
予
防
事
業
）
の
創
設

新
し
い
介
護
保
険
の
全
体
像

介
護
保
険
制
度
改
正
の
概
要

　

◆
護
身
術
・
棒
術
・
武
神
館
武
術
（
東

久
留
米
武
道
ク
ラ
ブ
妙
風
庵
）　

毎
週
木

曜
日
の
午
後
と
日
曜
日
の
午
前
が
５
歳

児
〜
中
学
生
、
日
曜
日
の
午
後
が
一
般
、

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
。入
会
金
３
０
０

０
円
、会
費
月
３
０
０
０
円
。
詳
し
く
は

細
谷
�
４
２
１
・
４
０
７
５
へ
。

　

◆
マ
マ
さ
ん
バ
レ
ー
（
九
小
Ｗ
Ｅ
Ｓ

Ｔ
）　

毎
週
火
曜
日
が
午
後
６
時
半
〜
９

時
、
土
曜
日
が
午
後
６
時
か
ら
、
西
中
学

校
で
。
会
費
月
１
０
０
０
円
。
経
験
者
歓

迎
。
詳
し
く
は
栗
田
�
４
５
９
・
１
２
１

２
へ
。

　

◆
神
宝
茶
道
会　

月
２
回
、
第
１
・
第

３
水
曜
日
の
午
後
２
時
〜
４
時
、東
部
地

域
セ
ン
タ
ー
で
。
会
費
月
３
０
０
０
円
。

大
日
本
茶
道
学
会
。
い
す
式
茶
道
。
詳
し

く
は
き
ど
こ
ろ
�
４
７
４
・
２
１
５
５
へ
。

　

◆
東
久
留
米
な
ぎ
な
た
ク
ラ
ブ　

毎

週
木
曜
日
の
午
後
６
時
半
〜
８
時
半
、本

村
小
学
校
体
育
館
ほ
か
で
。会
費
月
１
０

０
０
円
。
初
心
者
歓
迎
。
見
学
自
由
。
詳

し
く
は
加
藤
�
４
７
５
・
８
５
４
１
（
夜

間
）
へ
。

　

◆
野
鳥
と
自
然
環
境
の
観
察（
武
蔵
野

野
鳥
の
会
）　

主
に
日
曜
日
の
午
前
９
時

〜
午
後
１
時
ご
ろ
、
平
林
寺
、
高
麗
、
三

番
瀬
、
石
神
井
公
園
、
光
が
丘
公
園
、
狭

山
湖
ほ
か
で
。
入
会
金
５
０
０
円
。
会
費

年
３
０
０
０
円
。バ
ー
ド
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
。

初
心
者
歓
迎
。リ
ー
ダ
ー
が
懇
切
に
指
導
。

詳
し
く
は
新
井
�
４
７
６
・
０
０
７
１
へ
。

　

◆
く
る
め
ヨ
ガ
サ
ー
ク
ル　

毎
週
水

曜
日
の
午
前　

時
〜　

時
、中
央
公
民
館

１０

１１

で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
。
会
費
月
３
０

０
０
円
。
詳
し
く
は
矢
形
（
や
が
た
）
�

４
２
１
・
５
２
７
６
へ
。

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
（
ニ
ュ
ー
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
Ｋ
）　

月
４
回
、
水
曜
日
の
午
後
１

時
〜
４
時
半
。
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で
。

入
会
金
１
０
０
０
円
。会
費
月
２
５
０
０

円
。
少
し
踊
れ
る
方
。
詳
し
く
は
小
澤
�

４
７
５
・
１
５
５
５
（
夜
間
）
へ
。

　

◆
東
久
留
米
ラ
グ
ビ
ー
・
Ｋ
Ｒ
Ｃ　

主

に
毎
週
日
曜
日
の
午
前
８
時
〜
正
午
、東

部
運
動
広
場
（
金
山
町
一
丁
目
）
で
。
会

費
月
１
０
０
０
円
。
体
力
・
年
齢
・
興
味

に
合
わ
せ
た
活
動
。詳
し
く
は
小
林
�
４

７
５
・
８
４
６
２
（
夜
間
）
へ
。

　

◆
料
理
（
ワ
イ
ワ
イ
ク
ッ
キ
ン
グ
）　

毎
月
第
１
火
曜
日
の
午
前　

時
か
ら
、主

１０

に
中
央
公
民
館
で
。会
費
１
回
１
４
０
０

円
（
体
験
も
可
）。
１
歳
６
カ
月
児
以
上

の
保
育
あ
り
（
１
０
０
円
）。
詳
し
く
は

田
中
�
４
７
６
・
８
２
３
３
へ
。

　

◆
ペ
ン
習
字（
華
月
会
）　

毎
月
第
１
・

第
３
木
曜
・
土
曜
日
の
午
後
１
時
〜
４
時
、

中
央
公
民
館
で
。
会
費
月
１
６
０
０
円
。

見
学
歓
迎
。
詳
し
く
は
福
原
�
４
７
１
・

５
９
６
０
へ
。

　

◆
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン
（
ア
オ
イ
会
）　

毎
週
水
曜
日
の
午
後
零
時
半
〜
５
時
、下

田
会
館
（
小
山
一
丁
目
）
で
。
入
会
金
１

０
０
０
円
。
会
費
月
１
０
０
０
円
。
初
心

者
お
よ
び
少
し
で
き
る
方
。親
切
な
指
導
。

詳
し
く
は
今
成
�
４
７
１
・
１
２
８
４
へ
。

　

◆
健
康
づ
く
り
体
操（
な
か
よ
し
体
操

会
）　

毎
朝
６
時　

分
〜
６
時　

分
、
ス

１０

５５

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
で
。
会
費
年
１

２
０
０
円
。体
験
自
由
、
直
接
会
場
へ
。詳

し
く
は
小
野
木
�
４
２
１
・
０
４
３
９
へ
。

　

◆
カ
ラ
オ
ケ（
東
久
留
米
年
金
者
組
合

ひ
ま
わ
り
ク
ラ
ブ
）　

毎
月
隔
週
水
曜
日

の
午
前
、東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で
。
会
費

月
２
０
０
０
円
。
高
齢
・
年
金
受
給
の
方
。

歌
謡
誌
で
お
な
じ
み
の
作
曲
家
が
指
導
。

詳
し
く
は
手
崎
�
４
７
１
・
３
２
２
９
へ
。

　

◆
楊
名
時
（
よ
う
め
い
じ
）
気
功
太
極

拳
（
太
極
拳
サ
ー
ク
ル
）　

毎
週
金
曜
日

の
午
後
２
時
〜
４
時
、青
少
年
セ
ン
タ
ー

（
久
留
米
西
団
地
内
）
で
。
会
費
月
１
５

０
０
円
。
初
心
者
歓
迎
。
中
・
高
年
齢
の

方
。
詳
し
く
は
三
島
�
４
７
５
・
１
７
９

８
へ
。

　

◆
書
道
（
琢
碩
〈
た
っ
け
ん
〉
会
）　

月
３
回
、木
曜
日
の
午
前
９
時
半
〜
正
午
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で
。会
費
月
２
０
０

０
円
。
初
心
者
歓
迎
。
詳
し
く
は
山
本
�

４
７
４
・
８
４
５
６
へ
。

　

◆
木
目
込
人
形
サ
ー
ク
ル　

毎
月
第

１
・
第
３
火
曜
日
の
午
前
９
時　

分
〜
午

１０

後
３
時　

分
、
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で
。

４０

入
会
金
１
０
０
０
円
。会
費
月
４
０
０
０

円
。
初
心
者
歓
迎
。
詳
し
く
は
永
尾
�
４

７
２
・
１
０
０
３
へ
。

　

◆
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
治
療
の
最
新
情

報
の
講
演
会（
東
久
留
米
パ
ー
キ
ン
ソ
ン

病
友
の
会
）　

５
月　

日
（
土
）
午
後
１

２０

時
〜
３
時
、西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
多
目
的

ホ
ー
ル
で
。
参
加
費
５
０
０
円
。
講
師
は

国
立
東
京
病
院
神
経
内
科
医
長
の
栗
�

博
司
氏
。
事
前
申
込
制
。
詳
し
く
は
青
木

�
４
７
３
・
２
３
７
４
へ
。

　

◆
第　

回
定
期
演
奏
会（
東
久
留
米
交

１５

響
楽
団
）　

５
月　

日
（
日
）
午
後
２
時

２８

開
演（
１
時
半
開
場
）、中
央
公
民
館
ホ
ー

ル
で
。
入
場
料
５
０
０
円
。
チ
ャ
イ
コ
フ

ス
キ
ー
交
響
曲
第
６
番
、チ
ャ
イ
コ
フ
ス

キ
ー
バ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
ほ
か
。詳
し
く

は
中
原
�
４
７
２
・
３
３
２
３
へ
。

　

◆
少
林
寺
拳
法
東
久
留
米
連
盟
演
武

大
会
（
同
連
盟
）　

５
月　

日
（
日
）
午

２８

後
１
時
開
始
（
正
午
開
場
）、
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
で
。
入
場
無
料
。
詳
し
く
は
奈

須
川
�
４
７
８
・
３
９
７
０
へ
。

　

◆
歴
史
教
科
書
（
日
中
韓
三
国
共
同

編
集
）
学
習
会
（
東
久
留
米
の
教
科
書
を

考
え
る
会
）　

全
９
回（
毎
月
１
回
）。
第

１
回
目
が
５
月　

日
（
日
）
午
後
２
時
〜

２８

４
時
、中
央
公
民
館
学
習
室
で
。
講
師
は

都
立
大
学
講
師
等
の
塚
田
勲
氏
。学
生
歓

迎
。
詳
し
く
は
倉
本
�
４
７
３
・
４
２
３

８
へ
。

　

◆
第
二
回
東
久
留
米
音
楽
祭（
ナ
チ
ュ

ラ
ル
ビ
ン
テ
ー
ジ
サ
ウ
ン
ド
）　

６
月　
２４

日
（
土
）
午
後
３
時
〜
８
時
ご
ろ
、
市
役

所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば
・
屋
外
ひ
ろ
ば
で
。

入
場
料
１
０
０
０
円
（
高
校
生
以
下
無

料
）。
お
子
さ
ん
〜
高
齢
の
方
。
地
域
密

着
地
元
発
信
型
の
音
楽
。詳
し
く
は
高
橋

�
０
９
０
・
４
９
３
６
・
４
４
０
４
へ
。

　

◆
バ
ザ
ー（
杉
の
子
学
園
第
二
福
祉
作

業
所
）　

５
月　

日
（
木
）、
７
月
４
日

２５

（
火
）
の
い
ず
れ
も
午
前　

時
か
ら
、
滝

１０

山
団
地
セ
ン
タ
ー
前
広
場
（
滝
山
四
丁

目
）で
。
雨
天
の
場
合
は
５
月　

日（
金
）、

２６

７
月
６
日
（
木
）。
バ
ザ
ー
品
の
ご
寄
付
、

当
日
売
り
子
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
中
。

詳
し
く
は
同
作
業
所
・
園
部
�
４
７
３
・

５
８
９
６
へ
。

　

◆
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト（
Ｋ
Ｋ
ギ
タ
ー
ク

ラ
ブ
）　

５
月　

日（
火
）午
前　

時
半
開

３０

１０

演（　

時　

分
開
場
）、東
部
地
域
セ
ン

１０

２０

タ
ー
講
習
室
で
。入
場
無
料
。重
奏
ほ
か
。

詳
し
く
は
堀
�
４
７
３
・
０
１
２
０
へ
。

　

◆
大
人
の
た
め
の
ギ
タ
ー
講
習
会（
青

春
ギ
タ
ー
ク
ラ
ブ
）　

６
月
８
日
・　

日
・

１５

　

日
の
い
ず
れ
も
木
曜
日
午
後
２
時
か

２２ら
、中
央
公
民
館
学
習
室
で
。
参
加
費
３

０
０
０
円
（
講
習
と
教
材
費
）。
３
日
間

で
音
符
の
読
み
方
、ギ
タ
ー
の
持
ち
方
な

ど
を
ゆ
っ
く
り
と
講
習
。詳
し
く
は
稲
葉

�
４
２
２
・
７
４
０
１
へ
。

　

◆
お
も
い
き
り
・
社
交
ダ
ン
ス
・
パ
ー

テ
ィ
ー
（
久
留
米
ダ
ン
ス
）　

６
月
４
日

（
日
）
午
後
１
時
半
〜
５
時
、
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
体
育
室
で
。参
加
費
当
日
１
０

０
０
円
（
前
売
り
８
０
０
円
）。
オ
ー
ル

ダ
ン
ス
タ
イ
ム
。
詳
し
く
は
大
槻（
お
お

つ
き
）
�
４
７
４
・
０
４
５
７
へ
。

　

◆
プ
レ
ー
パ
ー
ク「
冒
険
遊
び
を
し
よ

う
」（
東
く
る
め
冒
険
遊
び
場
づ
く
り
の

会
）　

６
月
３
日
（
土
）
午
前　

時
〜
午

１０

後
３
時
ご
ろ
、
野
外
訓
練
施
設
（
滝
山
公

園
内
）
で
。
参
加
費
無
料
（
活
動
へ
の
募

金
に
ご
協
力
を
）。
パ
ン
と
ス
ー
プ
作
り
。

お
わ
ん
と
ス
プ
ー
ン
持
参（
野
菜
の
持
参

も
歓
迎
）。
詳
し
く
は
下
村
�
４
７
２
・

４
３
８
３
へ
。

　

◆
富
士
山
の
自
然
観
察
バ
ス
ツ
ア
ー

（
森
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）　

６
月
３
日

（
土
）
午
前
７
時
に
東
久
留
米
市
役
所
前

発
（
夕
方
同
帰
着
）。
中
央
道
〜
富
士
ス

バ
ル
ラ
イ
ン
〜
五
合
目
〜
お
中
道
を
２

時
間
散
策
。
参
加
費
４
８
０
０
円（
郵
便

振
込〈
口
座
０
０
１
４
０
―
０
―
５
４
１

６
７
５
〉、
森
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
あ
て
に

振
り
込
み
を
）。
弁
当
持
参
。
詳
し
く
は

竹
崎
�
４
６
３
・
５
９
３
２
へ
。

　　

◆
バ
ザ
ー
品
提
供
の
お
願
い（
自
主
保

育
グ
ル
ー
プ
か
る
が
も
）　

６
月
４
日

（
日
）
午
前　

時
か
ら
、
滝
山
団
地
セ
ン

１０

タ
ー
前
広
場
（
滝
山
四
丁
目
）
で
。
雨
天

の
場
合
は　

日
（
日
）。
家
具
・
電
気
製

１１

品
・
古
着
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。
詳
し

く
は
同
グ
ル
ー
プ
か
る
が
も
・
下
田
�
４

７
７
・
６
４
９
２
へ
。

　

◆
わ
く
わ
く
川
あ
そ
び
の
企
画
・
運
営

会
議
（
川
あ
そ
び
準
備
会
）　

第
１
回
、

５
月　

日
（
月
）
が
ス
ペ
ー
ス
１
０
５
、

２２

第
２
回
、
６
月
１
日
（
木
）
が
市
民
プ
ラ

ザ
会
議
室
、
い
ず
れ
も
午
後
７
時
か
ら
。

参
加
費
無
料
。
詳
し
く
は
豊
福
�
４
７

５
・
７
６
４
３
へ
。

　

◆
教
科
書
を
ご
寄
付
く
だ
さ
い（
ア
ジ

ア
の
地
雷
・
不
発
弾
被
害
を
伝
え
る
会
東

久
留
米
支
部
）　

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
恵
ま
れ

な
い
子
ど
も
た
ち
の
学
校
で
使
用
し
ま

す
。
古
い
教
科
書
で
も
可
。
た
だ
し
、日

本
語
は
小
学
１
年
〜
６
年
生
用
、英
語
は

小
学
１
年
〜
３
年
生
用
を
希
望
。詳
し
く

は
同
支
部
・
村
井
�
４
２
２
・
２
８
１
９

へ
。
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